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〔表紙の写真〕 

撮影地：小城公園 

武田 誠司（フォトグラファーズ SAGA） 

  



 

 

 

ご あ い さ つ 

 
 

～男女がともに認めあい、支えあい、 

希望あふれる小城市をめざして～ 
 
 

 

人口減少が進み、少子高齢化が進展する中、男女共同参画社会基本法で

は、「男女が互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかか

わりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画

社会の実現」が、21 世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置付け

られています。 

小城市では、平成 19年３月に「第１次小城市男女共同参画プラン」を

策定し、さらに平成 29 年３月には「DV 防止法に基づく市町村基本計画」

及び「女性活躍推進法に基づく市町村推進計画」としても位置付ける「第

２次小城市男女共同参画プラン」を策定し、一体的に取り組んできました。 

令和２年から続く新型コロナウイルス感染症感染拡大により、経済へ

の影響は長期化し、私たちを取り巻く社会環境は大きく変化しています。 

また、近年多発している自然災害への対応や、誰一人として取り残さな

い持続可能な社会の実現に向けた取り組みなど、将来を見据えた新たな

対応においても、男女共同参画の視点が必要です。 

このような状況を踏まえ、本市では、これまで推進してきたプランの考

え方を継承、発展させるとともに、更なる男女共同参画の推進を図るため

「第３次小城市男女共同参画プラン さくらプラン」を策定いたしまし

た。 

今後、このプランに基づき、市民、事業者、関係機関や各種団体の皆様

とともに、男女共同参画社会の形成とその実現を目指してまいりたいと

考えておりますので、より一層の御理解と御協力をお願いいたします。 

最後に、本プランの策定にあたり、御尽力をいただきました小城市男

女共同参画審議会委員の皆様はじめ、市民・中学生意識調査で貴重なご

意見をいただきました皆様に心から感謝申し上げます。 
 
 

令和４年３月 

小城市長  江里口 秀次 
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平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年 令和２年 

比較 

（H27-R2） 

総人口 45,851 人 45,133 人 44,259 人 43,952 人 △307 人 

女性 24,225 人 23,952 人 23,436 人 23,180 人 △256 人 

男性 21,626 人 21,181 人 20,823 人 20,772 人 △51 人 
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平成 22 年 平成 27 年 令和２年 

比較 

（H27-R2） 

世帯数＜一般世帯＞ 14,276 世帯 14,731 世帯 15,862 世帯 1,131 世帯 

世帯＜一般世帯＞当たり人員 3.11 人 2.96 人 2.72 人 △0.24 人 

3 世代世帯数 2,291 世帯 2,232 世帯 1,676 世帯 △556 世帯 

一人暮らし高齢者世帯 1,061 世帯 1,258 世帯 1,636 世帯 378 世帯 

夫婦のみの世帯 2,645 世帯 2,921 世帯 3,282 世帯 361 世帯 

夫婦と子どもからなる世帯 4,709 世帯 4,628 世帯 4,813 世帯 185 世帯 

18 歳未満の子どもがいる夫婦と 

子どもからなる世帯 
2,636 世帯 2,566 世帯 2,693 世帯 127 世帯 

18 歳未満の子どもがいるひとり 

親世帯（核家族） 
373 世帯 371 世帯 354 世帯 △17 世帯 

 

 

 
平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年 

比較 

（H22-H27） 

労働力人口（25 歳～54 歳・男性） 8,320 人 7,606 人 7,247 人 △359 人 

〃   （25 歳～54 歳・女性） 6,817 人 6,680 人 6,590 人 △90 人 

〃   （高齢者） 2,168 人 2,218 人 2,799 人 581 人 

就業者総数（女性） 6,490 人 6,440 人 6,330 人 △110 人 
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 市民意識調査 中学生意識調査 

調査方法 調査票による郵送調査 学校での配布回収 

調査時期 令和３年２月 令和３年２月 

調査対象 
小城市内に居住する 

満 19 歳以上の市民 

小城市内の中学校に通学する 

中学２年生 

標本抽出方法 住民基本台帳からの無作為抽出 悉皆調査 

調査対象者数 2,000 人 396 人 

有効回答数 733 人 365 人 

有効回答率 36.65％ 92.17％ 
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男女共同参画社会基本法

小城市男女共同参画

プラン（さくらプラン）

女性活躍推進法

女性のエンパワーメント

ワーク・ライフ・

バランス

育児・介護休業法

ハラスメント規制法

セクシュアル・

ハラスメント（セクハラ）

セクシュアル・マイノリティ

LGBT（LGBTｓ）

DV防止法

ドメスティック・

バイオレンス（DV）

面前DV

デートDV

ジェンダー平等

※SDGｓ第5の目標

アンコンシャス・バイアス

（無意識の偏見）

聞いたことがあり、内容まで知っている 聞いたことはあるが、内容は知らない

聞いたことがない 無回答
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賃金に男女差がある

短期契約（１年更新の嘱託契約など）等の

不安定な雇用形態になることが多い

女性の能力を正当に評価しないで、

補助的な仕事しかさせてもらえない

昇進、昇格に男女差がある

教育・訓練を受ける機会が少ない

勤務先の労働時間が⾧い

転勤がある

セクシュアル・ハラスメントがある

マタニティ・ハラスメントがある

家事・育児・介護への家族の協力が

不十分である

家事・育児・介護のための社会システムや

施設等が不十分である

仕事を続けることへの家族の理解がない

女性自身に職業を持ち続けようという

意識がない

その他

特に障害はない

無回答

全体（n=733） 女性（n=434） 男性（n=295）
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